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ただいま準備中です。
参加者名を整理番号に変更してお待ちください。
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労働者派遣・請負を適正に行うための
ガイドをお手元にご用意ください
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１．労働者派遣について
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労働者派遣とは

◎労働者派遣法第２条１項１号◎

自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他
人の指揮命令を受けて、当該他人のために、労働を従事さ
せることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に
雇用させることを約してするものを含まないものとする。

労働者派遣は、元々労働者供給として禁止されていたが、供給元と労働者との

間に雇用関係があり、供給先と労働者との間に指揮命令関係しか生じさせない
ような形態を取り出し、適法に行えることとしたもの。

労働者

派遣契約

雇用関係

派遣先派遣会社

指揮命令

供給元 供給先
供給契約

労働者

雇用関係
支配従属関係

雇用関係、
指揮命令関係

労働者供給派 遣
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適用除外業務の種類

○建設業務

○港湾運送業務

○警備業務

○医療機関での医業

など
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の期間制限
有期雇用

派
遣
の
受
入
開
始

大
阪
支
店

３年 ３
年
経
過
後

延
長
可
能

大阪支店で派遣で働く
方を受け入れるのは
原則３年【事業所単位】

意
見
聴
取

説
明
義
務

反
対
意
見

意見聴取手続

周
知
義
務

意見聴取手続※を行うと、大阪支
店において、３年を超えて派遣で働
く方を受け入れることができる

固定化防止

派
遣
の
受
入
開
始

Aさん

大
阪
支
店

３年経
営
戦
略
課

庶
務
課

Bさん

Aさん

Aさん

３
年
経
過
後

派遣会社は
Ａさんのキャリアアップを考え、
キャリアコンサルティングや
教育訓練を実施する必要がある

意見聴取手続を行った大阪支店において、３年を超えて派遣で働く方を受け入れることができる場合

Ａさんは庶務課で３年を
超えて働くことはできない

Ｂさんは庶務課で
働くことが可能

Ａさんは経営戦略課で
働くことでキャリアアップ

派遣可能期間の制限

事業所単位 常用代替防止

個人単位

ただし、派遣先がAさ
んを指名はできない。

７

派遣会社A

派遣会社B

派遣会社
A

派遣会社
B

経
営
戦
略
課

庶
務
課



同一労働同一賃金の内容について

不合理な待遇差をなくすため、派遣労働者の待遇は、下記の

いずれかの方式によって決めることが義務付けられています。

①派遣先均等・均衡方式（法第30条の３）

派遣先の通常の労働者(※1)との均等・均衡待遇を図る方式

②労使協定方式（法第30条の４）

派遣元における労使協定に基づいて待遇を決定する方式

(※1) いわゆる「正規型」の労働者及び事業主と期間の定めのない労働契約を締結している フルタイム労働者
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比較対象労働者の待遇に関する情報提供

待遇情報の提供を行えていないケースが
散見される
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比較対象労働者の待遇に関する情報提供
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＜参考＞

平成27年労働者派遣法の改正について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 雇用 > 労働者派遣事業・職業

紹介事業等 > 平成27年労働者派遣法の改正について

＜参考＞

●派遣労働者の同一労働同一賃金について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 >雇用>労働者派遣事業・職業紹

介事業等>派遣労働者の同一労働同一賃金について

法改正に関する資料
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２．請負・業務委託について
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請負とは

◎民法第632条◎

請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、
相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを
約することによってその効力を生ずる。

発注者との請負契約に基づき、受託者が注文を受けた業
務を、受託者自らの業務として受託者の裁量と責任で請負
労働者を直接使用して仕事を完成させることをいう。

雇用契約

受託者 発注者
請負契約

請負労働者

指揮命令なし

請 負
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労働者

派遣契約

雇用関係

派遣先派遣会社

指揮命令

派 遣



（１）労務管理上の独立

①労働者の業務指示等

②労働者の労働時間の管理

③作業場の秩序の維持等
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（２）事業運営上の独立

①必要な資金の調達等

②事業主として責任を負うこと

③単なる肉体的な労働力の提供ではないこと

労働者派遣事業と請負により行われる
事業との区別に関する基準
（厚生労働省告示第３７号）
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①労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと

Ⅱの１の（１）

→ 仕事の割り付け、順序、緩急の調整を受託者が自ら行うことが必要

「３７号告示」の内容



業務の範囲・業務量・業務内容の明確化
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・業務の範囲が明らかになっていない場合

→ どちらが行うべきか不明瞭な業務が出てきた場合に、発注者から請負労働者に指示
が出てしまうおそれがある。

・業務量が定まっていない場合
→ 受託者が業務遂行に必要な労働者数の決定等、受託者の裁量で業務を行うことが
困難

・公募段階で業務内容を詳細に伝えていない場合
→ 落札後に詳細な業務内容を伝え、受託者が遂行が困難であるかもしれないと判断し
たとしても、落札後の辞退は考えにくく、そのまま遂行してしまうおそれがある。

→ そうなった場合、業務遂行に支障をきたす可能性が高い。

→ 結果、発注者から請負労働者に対して指示が出てしまうおそれがある。



業務の範囲・業務量・業務内容の明確化
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・委託する業務の範囲・量を固めておく。

・業務内容について、入札前の説明会等で詳細に説明する。

・業務を開始するまでの間に受託者の経営陣や現場責任
者と打ち合わせを行い、業務遂行にあたって不明瞭な部分
をつぶしておく。



「３７号告示」の内容

24

Ⅱの１の（１）
②労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと

①労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示
その他の管理（これらの単なる把握を除く）を自ら行うこと。

②労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働させる
場合における指示その他の管理（これらの場合における労働時間の
単なる把握を除く）を自ら行うこと。

Ⅱの１の（２）



「３７号告示」の内容
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①労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと。

②労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと

Ⅱの１の（３）

（１）業務の処理に要する資金につき、すべて自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること。

（２）業務の処理について、民法、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての
責任を負うこと。

（３）イ 自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは
器材（業務上必要な簡易な工具を除く）又は材料若しくは
資材により、業務を処理すること。

（３）ロ 自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは
経験に基づいて、業務を処理すること。

Ⅱの２の（１）、（２）、（３）イまたはロ



３．いわゆる偽装請負とは
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偽装請負とは

請負契約と称しているものの、実際には発注者から請負労
働者に対して指揮命令を行っており、実態が労働者派遣と
なっているものを「偽装請負」という。

実態が
労働者派遣

受託者 発注者

（形式上は）請負契約

請負労働者

雇用契約 （実態として）
指揮命令関係 あり

偽装請負請 負

雇用契約

受託者 発注者
請負契約

請負労働者

指揮命令なし
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なぜ「偽装請負」がいけないのか？

・労働関係法令の責任の所在が不明確

・重大な労災事故発生のおそれ
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責任の所在が不明確

＜労働者派遣＞

派遣元、派遣先それぞれが責任を負う事項が労働者派遣法で細か
く定められている。

＜請負＞

雇用主である受託者が労働基準法や労働安全衛生法といった労
働関係法令上の責任をすべて負う。

29

＜偽装請負＞

発注者：労働関係法令上の責任を負っていないのだから、トラブル
について責任を取らないと主張するおそれがある。

受託者：発注者の指揮命令でトラブルが起きたのだから責任がない
と主張するおそれがある。

→ 発注者、受託者双方が責任転嫁し、責任の所在があいまいに
なり、必要な措置が図られないおそれがある。



重大な労働災事故発生のおそれ

＜請負業務＞

受託者が危険または健康障害を防止するため、安全衛生管理体
制を確立して請負労働者が業務にあたる。

発注者が請負労働者に業務指示を出すと、

→受託者の業務配分が予定通りに遂行されなくなるおそれ

→危険または健康障害の防止が適正に実施できないおそれ

重大な労働災害事故発生のおそれ
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適正な請負か否かは実態で判断

契約書では請負業務が適正に行われるようになっている

●契約書が自動更新で、内容確認をしていない

●担当者が変更になった

●契約締結担当者と現場担当者が違うなど、実態を把握

するための対策がとられていない

実態として、契約内容とは違い発注者が請負労働者に対して

直接業務指示を行うなど、適正な請負ではない状態となる

このようなことが
重なって
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偽装請負になると

偽装請負になると、労働者派遣法違反となる。

特に、受託者（派遣元）が労働者派遣事業の許可を
受けていない場合

・受託者（派遣元）は無許可で労働者派遣を行って
いたとして、是正指導、事業所名等の公表、告発
の対象となる。

・発注者（派遣先）は労働者派遣法第２４条の２に
違反。

また、「労働契約申込みみなし制度」の対象となる。
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４．労働契約申込みみなし制度

3333



労働契約申込みみなし制度
（労働者派遣法第４０の６～第４０条の８）

【労働契約申込みみなし制度とは】

派遣先が、違法派遣を受け入れた時点で、派遣先が派遣労働者に対して、当該派遣労働者の派遣
元事業主における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなす制
度。
※ 派遣先が違法派遣に該当することを知らず、かつ、知らなかったことについて過失がなかったとき
は、適用されない。

派遣元 派遣先

労働契約

派遣元 派遣先

違法派遣によりみなし制度適用

派遣労働者

労働契約の申込みを
したとみなされる

みなしの対象となる違法派遣の類型

○ 禁止業務への派遣 ○ 無許可派遣

○ 期間制限違反 ○ いわゆる偽装請負等

派遣労働者
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制度の趣旨

○ 違法派遣の是正に当たって、派遣労働
者の希望を踏まえつつ雇用の安定が図ら
れるようにするため、違法行為を行った時
点において、善意無過失の場合を除き、

派遣先が派遣労働者に対して労働契約の
申し込みを行ったものとみなす制度。

○ 派遣先に民事的な制裁を科すことによ
り、規制の実効性を確保するもの。
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国又は地方公共団体について

・「国及び地方公共団体の機関」は、採用その他の適切な措置
を講じなければならないとされており、同法第４０条の７の適用
を受ける。
労働者派遣法 （抄）

第４０条の７

第１項

労働者派遣の役務の提供を受ける者が国又は地方公共団体の機関である場合であって、前条第１項各号
のいずれかに該当する行為を行った場合（同項ただし書に規定する場合を除く。）においては、当該行為が終
了した日から一年を経過する日までの間に、当該労働者派遣に係る派遣労働者が、当該国又は地方公共団
体の機関において当該労働者派遣に係る業務と同一の業務に従事することを求めるときは、当該国又は地
方公共団体の機関は、同項の規定の趣旨を踏まえ、当該派遣労働者の雇用の安定を図る観点から、国家公
務員法（昭和二十二年法律第百二十号。裁判所職員臨時措置法（昭和二十六年法律第二百九十九号）にお
いて準用する場合を含む。）、国会職員法（昭和二十二年法律第八十五号）、自衛隊法（昭和二十九年法律
第百六十五号）又は地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）その他関係法令の規定に基づく採
用その他の適切な措置を講じなければならない。

第２項

前項に規定する求めを行った派遣労働者に係る労働者派遣をする事業主は、当該労働者派遣に係る国又
は地方公共団体の機関から求めがあった場合においては、当該国又は地方公共団体の機関に対し、速やか
に、当該国又は地方公共団体の機関が前条第一項各号のいずれかに該当する行為を行った時点における
当該派遣労働者に係る労働条件の内容を通知しなければならない。
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５．請負等についての相談事例
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請負等についての相談事例

①請負労働者が、発注する業務を遂行する上で適任かを判断するために、
労働者の採用選考に関与してよいか。

②作業にあたる請負労働者の情報を受託者から提供してもらってもよいか。
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④現在請負契約で締結している業務以外の業務を行わせてもよいか。

→ 受託者の現場責任者は、現在契約している業務について選任された現

場責任者であるため、契約以外の業務について依頼すると、発注者から依
頼された一労働者という解釈になり、不適正となる。このような場合は発注者
と受託者で協議し、追加契約等で対応するようにする。

→ 発注者は請負労働者の採用権、配置権に関与できないため、このよう
なことを行えば不適正となる。

③発注者と受託者の打ち合わせ会議に請負労働者が参加してもよいか。

→ 参加することだけをもって不適正とはならないが、会議の場では発注
者から請負労働者に直接の指示が出やすい状態であるため、注意が必要。



適正に請負事業を行うために

●受託者が請負労働者に対する必要な指揮命令を自ら行って業
務の処理ができるか

●受託者が発注者から独立して適正に請負として業務処理ができ
るか

●請負に係る契約、仕様等の内容を適正に定めることが必要

●適正に請負として業務処理ができているか確認することが

必要

契約締結後も
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ご静聴ありがとうございました

●本日のセミナーについてご不明な点がございましたら、
大阪労働局 需給調整事業部 需給調整事業第２課 あて
お問い合わせください。（℡：０６－４７９０－６３１９）

●アンケートの回答にご協力ください。

セミナー終了後、アンケート記入画面が表示されます。
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